
保
健
・
医
療
は
生
命
や
健
康
、
生
活
の
質
に
直

接
関
わ
る
分
野
で
あ
り
、
開
発
や
貧
困
削
減
を
考

え
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
に
も
様
々
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
、
平
均
余
命

や
乳
幼
児
死
亡
率
、
周
産
期
医
療
関
連
の
指
標
改

善
等
に
大
き
な
成
果
を
上
げ
て
き
た
。
医
薬
品
は

特
に
医
療
分
野
に
お
い
て
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
中
で
も
感
染
症
の
よ
う
に
直
接
生
命
の
脅
威

と
な
る
疾
病
の
治
療
薬
は
、
正
に
「
必
須
」
で
あ

り
、
こ
う
し
た
必
須
医
薬
品
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス

の
確
保
が
、
途
上
国
に
お
い
て
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
近
年
で
は
様
々
な
新
興
感
染
症
が
出

現
し
て
い
る
ほ
か
、
結
核
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と

い
っ
た
古
く
か
ら
あ
る
感
染
症
に
も
変
異
種
、
新

種
が
登
場
し
て
お
り
、
感
染
症
に
対
す
る
医
薬
品

の
確
保
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
途
上
国
の
経
済
発
展
に
既
に
深
刻
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
お
り
、
か
つ
、
医
薬
品
ア
ク
セ
ス
問
題

の
象
徴
的
な
存
在
で
も
あ
る
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ

Ｓ
の
問
題
を
中
心
に
論
じ
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
。

●
開
発
／
貧
困
削
減
と
必
須
医
薬
品

医
薬
品
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
ボ
ト
ル
ネ
ッ

ク
と
な
り
得
る
も
の
は
主
に
四
つ
、
特
許
、
価
格
、

財
源
、
イ
ン
フ
ラ
／
人
的
資
源
で
あ
る
。
必
須
医

薬
品
へ
の
ア
ク
セ
ス
問
題
を
考
え
る
上
で
は
、
ま

ず
特
許
の
位
置
付
け
を
正
し
く
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。
特
許
に
は
主
に
二
つ
の
利
点
が
あ
り
、
一

つ
は
知
識
や
情
報
の
伝
播
で
あ
る
。
特
許
の
公
開

に
よ
っ
て
他
者
の
研
究
開
発
が
促
進
さ
れ
る
と
同

時
に
、
研
究
開
発
へ
の
重
複
投
資
を
避
け
、
効
率

化
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
目
は
全
体
最
適

の
実
現
で
あ
る
。
特
に
医
薬
品
の
よ
う
に
開
発
の

失
敗
リ
ス
ク
が
高
い
一
方
で
、
模
倣
製
造
の
容
易

な
製
品
に
関
し
て
は
、
先
行
投
資
で
あ
る
研
究
開

発
へ
の
投
資
の
総
和
が
、
社
会
全
体
で
の
最
適
水

準
に
対
し
て
過
小
と
な
る
。
従
っ
て
、
特
許
に
よ

っ
て
開
発
成
功
後
の
独
占
権
を
保
証
す
る
こ
と
に

よ
り
、
過
小
投
資
を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
特
許
の
問
題
点
と
し
て
は
、
私
的
独
占

の
弊
害
や
特
許
の
実
施
の
問
題
が
あ
る
。
独
占
の

弊
害
へ
の
対
応
と
し
て
は
、
先
進
国
に
お
い
て
も
、

医
薬
品
価
格
や
製
薬
企
業
の
利
益
水
準
に
一
定
の

規
制
が
課
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
特
許
権
者
が
十

分
に
権
利
行
使
し
な
い
、
法
外
な
特
許
料
を
要
求

す
る
、
等
の
場
合
も
社
会
の
利
益
を
損
な
う
。
そ

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
先
進
国
の
特
許
法
に
お
い

て
も
普
通
実
施
権
が
制
定
さ
れ
、
政
府
が
強
制
的

に
第
三
者
に
特
許
権
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
特
許
権
を
保
護
す
る
な
ら
ば
、
発
明
の

報
償
額
の
決
定
と
財
源
確
保
が
必
要
で
あ
り
、
製

品
価
格
や
特
許
料
の
設
定
、
社
会
保
険
や
税
金
に

よ
る
コ
ス
ト
負
担
の
仕
組
み
が
問
題
と
な
る
。
民

間
営
利
企
業
で
あ
る
製
薬
企
業
は
、
株
主
価
値
を

最
大
化
す
る
責
務
を
負
っ
て
お
り
、
製
品
価
格
や

特
許
料
の
特
別
な
値
下
げ
に
つ
い
て
は
、
株
主
に

対
す
る
説
明
責
任
が
あ
る
。
株
主
に
は
一
般
の
個

人
株
主
の
他
に
、
機
関
投
資
家
も
存
在
す
る
が
、

そ
の
主
要
な
部
分
を
年
金
基
金
等
が
占
め
て
お
り
、

株
主
も
ま
た
社
会
的
な
存
在
の
一
部
で
あ
る
（
図

１
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
特
許
問
題
と
は
公
益

／
私
益
の
バ
ラ
ン
ス
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
の
両

者
は
相
互
に
関
連
し
て
お
り
、
現
状
の
バ
ラ
ン
ス

を
変
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
特

許
権
の
制
限
に
よ
っ
て
公
益
の
増
進
を
図
っ
て
も
、

中
長
期
的
に
は
新
薬
開
発
の
停
滞
に
よ
っ
て
公
益

は
毀
損
さ
れ
る
。
ま
た
現
在
の
論
調
に
は
、
製
薬

企
業
に
過
大
な
負
担
を
強
い
る
も
の
が
多
い
が
、

問
題
が
一
私
企
業
の
対
応
範
囲
を
超
え
て
い
る
こ

と
、
企
業
も
最
終
的
に
は
社
会
的
な
利
益
の
枠
組

み
の
中
に
包
含
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
を
考
え
併
せ

必
須
医
薬
品
│
見
捨
て
ら
れ
た
途
上
国
の
生
命
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る
と
、
む
し
ろ
政
府
や
国
際

機
関
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
不

足
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
必
須
医
薬
品
へ
の
ア
ク

セ
ス
問
題
の
現
状
を
見
て
も
、

焦
点
は
既
に
財
源
や
イ
ン
フ

ラ
・
人
的
資
源
の
不
足
に
移

っ
て
お
り
、
正
に
政
府
や
国

際
機
関
の
取
り
組
み
強
化
が

求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ

Ｓ
と
必
須
医
薬
品

Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
の
問

題
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
要
素

を
包
含
す
る
、
包
括
的
、
か

つ
、
象
徴
的
な
問
題
で
あ
る
。

当
初
は
治
療
の
手
立
て
の
無

い
死
の
病
で
あ
っ
た
Ｈ
Ｉ
Ｖ

／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
も
、
そ
の
後
有

効
な
抗
ウ
ィ
ル
ス
薬
（A

nti-

R
etroviral

＝
以
下
、
Ａ
Ｒ

Ｖ
）
が
開
発
さ
れ
、
一
九
九

○
年
代
後
半
の
多
剤
併
用
療

法
（
数
種
類
の
Ａ
Ｒ
Ｖ
を
組

み
合
わ
せ
る
投
与
方
法
）
の

開
発
に
よ
っ
て
、
エ
イ
ズ
ウ

ィ
ル
ス
の
活
動
を
検
出
可
能

レ
ベ
ル
以
下
に
ま
で
抑
え
込

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
先
進
国
で
は
、

こ
の
よ
う
な
権
利
は
先
進
国
の
特
許
法
で
も
認
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
が
、
特
許
権
の
保
護
強

化
の
世
界
的
な
流
れ
の
中
で
、
ド
ー
ハ
宣
言
に
よ

っ
て
改
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
や
は
り
重
要
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
Ａ
Ｒ
Ｖ
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
拡
大
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
依
然
と
し
て
課

題
が
山
積
し
て
い
た
。
医
師
・
看
護
師
等
の
医
療

従
事
者
の
拡
充
、
検
査
・
治
療
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

を
行
う
医
療
施
設
の
整
備
、
Ａ
Ｒ
Ｖ
を
は
じ
め
と

す
る
医
薬
品
や
医
療
資
材
の
購
入
、
そ
れ
ら
を
末

端
ま
で
届
け
る
物
流
機
能
の
構
築
、
そ
の
た
め
の

政
府
予
算
の
確
保
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
不
足
し
て

い
た
。

そ
こ
で
Ｗ
Ｈ
Ｏ
主
導
の
下
、
世
界
的
な
資
金
調

達
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
Ａ
Ｒ
Ｖ
ア
ク
セ
ス
拡
大
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
資
金
調
達
メ
カ

ニ
ズ
ム
と
し
て
は
、
二
○
○
二
年
一
月
に
世
界
エ

イ
ズ
・
結
核
・
マ
ラ
リ
ア
対
策
基
金
（
以
下
、
世

界
基
金
）
が
設
立
さ
れ
た
。
各
国
か
ら
の
拠
出
金

を
中
心
に
世
界
か
ら
資
金
が
集
め
ら
れ
、
治
療
を

中
心
と
す
る
幅
広
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
資
金
が
供

給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｒ
Ｖ
ア
ク

セ
ス
拡
大
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
し
て
は
「
ス
リ
ー

・
バ
イ
・
フ
ァ
イ
ブ
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
三
○

○
万
人
へ
の
Ａ
Ｒ
Ｖ
治
療
を
二
○
○
五
年
ま
で
に

達
成
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
国
際
社
会
と
し
て
の
大
き
な
一
歩
が

踏
み
出
さ
れ
た
が
、
実
際
の
状
況
は
容
易
で
は
な

い
。
世
界
基
金
に
つ
い
て
は
二
○
○
二
年
の
資
金

供
給
開
始
か
ら
二
○
○
五
年
に
か
け
て
、
総
額
四

エ
イ
ズ
は
死
の
病
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
Ａ
Ｒ
Ｖ

の
価
格
は
年
間
数
万
ド
ル
と
非
常
に
高
価
で
あ
り
、

途
上
国
の
国
民
に
は
手
の
届
く
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
世
界
の
患
者
・
感
染
者
、
エ
イ
ズ
に
よ
る
死

者
の
ほ
と
ん
ど
が
途
上
国
に
集
中
す
る
中
、
先
進

国
で
は
助
か
る
生
命
が
途
上
国
で
は
死
を
待
つ
し

か
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
に
対
し
、
Ａ
Ｒ
Ｖ
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
求
め
る
患
者
・
感
染
者
の
活
動
が
拡

大
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
自
国
政
府
に
対
し

て
は
Ａ
Ｒ
Ｖ
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
を
求
め
る
と
同
時
に
、
Ａ
Ｒ
Ｖ
が
高
価
格

で
あ
る
原
因
と
し
て
特
許
の
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
た
。

●
国
際
社
会
の
取
り
組
み

一
九
九
○
年
代
、
世
界
的
に
は
特
許
制
度
の
国

際
的
な
統
一
化
を
図
る
流
れ
が
あ
り
、
世
界
貿
易

機
構
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
の
場
に
お
い
て
は
、
途
上
国
に

お
い
て
も
先
進
国
並
み
の
特
許
保
護
を
行
う
方
向

で
法
制
度
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
流
れ
は
、
途
上
国
に
お
け
る
先
進
国
製
薬
企
業

の
独
占
権
を
確
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ａ
Ｒ
Ｖ
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
求
め
る
患
者
・
感
染
者
の
運
動
と

は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
状
況
に
対
し
、
様
々
な
衝
突
と
軋
轢
を
経
な

が
ら
も
、
国
際
社
会
と
し
て
一
定
の
対
処
を
行
う

こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
、
二
○
○
一
年
一
一
月
の

Ｗ
Ｔ
Ｏ
・
ド
ー
ハ
宣
言
に
よ
っ
て
、
途
上
国
政
府

は
特
許
保
護
義
務
を
留
保
し
、
自
国
向
け
に
Ａ
Ｒ

Ｖ
を
製
造
す
る
一
定
の
権
利
（
強
制
実
施
権
）
を

有
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
先
に
述
べ
た
通
り
、

必
須
医
薬
品
へ
の
ア
ク
セ
ス 

特
許 

価
格 

財
源 

イ
ン
フ
ラ 

人
的
資
源 

メリット 研究開発の促進 過小投資の回避 

一定期間の私的 
独占 

特許権者による 
不十分な実施 

強制実施権 

知識の伝播 

新
薬
開
発 

国
民
／
社
会
的
利
益 

デメリット 

政府 

製薬企業 

株主代表訴訟 株主 
（年金基金等） 

企業の社会的責任 
（CSR） 株主の利益 

値引き販売 安価でのライセ 
ンス供与 

コスト負担 
（財源） 

価格／利益規制 

図 1　必須医薬品問題の構図

（出所）筆者作成。
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七
億
ド
ル
が
世
界
か
ら
拠
出
さ
れ
、
同
額
の
案
件

へ
の
資
金
供
給
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大

き
な
進
歩
で
は
あ
る
が
、
そ
の
歩
み
は
む
し
ろ
壁

に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
。
毎
年
の
新
規
案
件
承
認
額

は
近
年
減
少
傾
向
に
あ
り
（
二
○
○
二
年
よ
り
毎

年
五
・
六
億
ド
ル
、
一
四
・
九
億
ド
ル
、
一
○
・

四
億
ド
ル
、
三
・
八
億
ド
ル
）、
こ
れ
ま
で
伸
び

続
け
て
き
た
各
国
か
ら
の
拠
出
金
も
、
二
○
○
五

年
に
初
め
て
減
少
し
た
（
一
四
・
二
億
ド
ル
、
前

年
比
八
％
減
）。
資
金
拠
出
は
毎
年
各
国
政
府
の

自
主
的
判
断
で
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
継
続
性
・

安
定
性
に
欠
け
、
長
期
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が

必
要
な
Ａ
Ｒ
Ｖ
治
療
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
間
に
は

ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
複
数
年
で
の
資
金
提
供
を
約

束
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
導
入
が
構
想
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
帰
趨
は
予
断
を
ゆ
る
さ
な
い
。

一
方
、
ス
リ
ー
・
バ
イ
・
フ
ァ
イ
ブ
に
つ
い
て

も
、
そ
の
進
捗
は
芳
し
く
な
い
。
途
上
国
政
府
を

実
施
主
体
に
据
え
な
が
ら
も
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
そ
の
専

門
性
を
最
大
限
に
発
揮
し
、
全
面
的
な
支
援
が
行

わ
れ
て
き
た
が
、
二
○
○
五
年
六
月
時
点
で
Ａ
Ｒ

Ｖ
治
療
を
受
け
て
い
る
途
上
国
の
患
者
・
感
染
者

は
約
一
○
○
万
人
に
留
ま
っ
て
い
る
。
二
○
○
四

年
一
二
月
時
点
の
七
○
万
人
か
ら
は
拡
大
し
て
い

る
も
の
の
、
当
初
目
標
で
あ
っ
た
一
六
○
万
人
に

は
届
か
な
か
っ
た
。
最
終
的
な
達
成
人
数
は
二
○

○
六
年
一
月
頃
に
発
表
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
が
、

Ｗ
Ｈ
Ｏ
で
は
既
に
三
○
○
万
人
と
い
う
目
標
が
達

成
で
き
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ス
リ
ー
・
バ

イ
・
フ
ァ
イ
ブ
が
達
成
で
き
な
か
っ
た
要
因
と
し

て
、
幾
つ
か
の
途
上
国
に
お
い
て
政
府
の
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
、
グ
ロ
ー
バ
ル

な
シ
ス
テ
ム
が
迅
速
か
つ
効
率
的
に
ボ
ト
ル
ネ
ッ

ク
を
解
消
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
医
療
従
事
者
の

深
刻
な
不
足
、
必
要
な
資
金
の
欠
乏
、
様
々
な
資

源
が
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
を
妨

げ
た
官
僚
的
な
遅
延
、
患
者
・
感
染
者
に
対
す
る

根
強
い
偏
見
、
の
六
点
を
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
連
合
団
体

は
挙
げ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
ア
フ
リ
カ
に
お
い
て
は

Ａ
Ｒ
Ｖ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
絶
望
的
で
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
ス
リ
ー
・
バ
イ
・
フ
ァ
イ
ブ
の
実

績
は
大
き
な
一
歩
で
は
あ
る
（
表
１
参
照
）。
今

後
二
○
一
五
年
へ
向
け
て
、
新
た
に
ど
の
よ
う
な

目
標
が
設
定
さ
れ
、
建
て
直
し
が
図
ら
れ
て
ゆ
く

の
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

●
各
国
政
府
の
取
り
組
み

先
進
国
政
府
の
取
り
組
み
と
し
て
最
も
注
目
す

べ
き
は
、
米
国
の
大
統
領
エ
イ
ズ
救
済
緊
急
計
画

（President ’s E
m

ergency Plan for A
ID

S R
elief

＝
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｒ
）
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
米
国

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
一
挙
に
三
倍
に
増
や
し
、

ア
フ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
海
地
域
を
中
心
と
す
る
一
五

カ
国
を
対
象
に
、
二
○
○
四
年
か
ら
の
五
年
間
で

総
額
一
五
○
億
ド
ル
を
投
入
、
二
○
○
万
人
へ
の

Ａ
Ｒ
Ｖ
治
療
実
施
等
を
目
指
し
て
い
る
。
既
に
二

○
○
四
年
度
、
二
○
○
五
年
度
で
五
○
億
ド
ル
以

上
の
予
算
が
議
会
で
承
認
さ
れ
、
二
○
○
五
年
九

月
末
現
在
、
サ
ブ
サ
ハ
ラ
・
ア
フ
リ
カ
地
域
（
サ

ハ
ラ
砂
漠
以
南
の
ア
フ
リ
カ
地
域
）
を
中
心
に
、

四
○
万
人
に
対
す
る
Ａ
Ｒ
Ｖ
治
療
を
サ
ポ
ー
ト
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｒ
Ｖ
へ
の
ア
ク
セ
ス
拡
大
を

中
心
に
大
規
模
な
資
金
投
入
が
行
わ
れ
、
一
定
の

実
績
が
上
が
り
つ
つ
あ
る
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｒ
で
あ
る

が
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
指
摘
で
き
よ
う
。
第

一
に
は
Ａ
Ｒ
Ｖ
へ
の
ア
ク
セ
ス
拡
大
の
内
容
と
そ

の
ペ
ー
ス
で
あ
る
。
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｒ
は
極
め
て
包

括
的
な
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、

「
Ａ
Ｒ
Ｖ
治
療
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
は
政
策
立
案

支
援
、
組
織
強
化
、
医
療
従
事
者
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
や
物
流
シ
ス
テ
ム
の
構
築
等
も
含
ま
れ
て
い
る
。

前
出
の
四
○
万
人
の
内
、
米
国
政
府
が
直
接
的
に

治療を受けている人数 カバー率 治療を要する人数（未受療）

南アフリカ 97,000 ～ 138,000 10～14％ 866,000

ウガンダ 52,000 ～ 64,000 35～43％ 90,000

ケニア 33,000 ～ 46,000 12～17％ 233,000

ナイジェリア 28,000 ～ 48,000 4～8％ 598,000

ザンビア 26,000～ 33,000 14～18％ 153,000

マラウィ 18,000～ 23,000 11～14％ 150,000

エチオピア 15,000～ 19,000 5～7％ 261,000

カメルーン 12,000～ 20,000 11～19％ 92,000

コートジボアール 11,000～ 19,000 10～17％ 96,000

モザンビーク 11,000～ 13,000 5～6％ 204,000

ジンバブエ 9,500～ 16,000 3～5％ 308,000

タンザニア 5,500～ 9,500 2～3％ 307,000

コンゴ民主共和国 5,000～ 6,000 2～3％ 203,000

ガーナ 2,500～ 3,000 4～5％ 58,000

スーダン ～ 500 ～1％ 62,000

表 1　ARV治療を受けている患者・感染者数（アフリカ） （人）

（出所）WHO,“Progress on Global Access to HIV Antiretroviral Therapy, An update on‘3 by 5’,”
June, 2005.
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支
援
す
る
医
療
施
設
で
Ａ
Ｒ
Ｖ
を
提
供
さ
れ
た
患

者
・
感
染
者
は
二
五
万
人
程
度
に
留
ま
る
（
も
ち

ろ
ん
間
接
支
援
は
重
要
で
あ
る
が
、
Ａ
Ｒ
Ｖ
治
療

を
提
供
し
た
人
数
と
し
て
は
、「
水
増
し
」
と
の

感
が
否
め
な
い
）。
ま
た
、
全
期
間
の
三
分
の
一

が
経
過
し
た
時
点
で
、
目
標
二
○
○
万
人
の
二
割

に
し
か
達
し
て
お
ら
ず
、
進
捗
状
況
は
芳
し
い
と

は
言
え
な
い
。

第
二
に
は
、
先
に
述
べ
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
と
の
調
整
で
あ
る
。
二
○
○
四
年
四
月
に

は
米
国
と
国
連
の
間
で
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
遂
行
に

あ
た
っ
て
の
共
通
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
関
す
る
一

定
の
合
意
が
な
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

二
国
間
援
助
が
外
交
の
戦
略
的
ツ
ー
ル
と
位
置
付

け
ら
れ
る
流
れ
の
中
で
、
国
際
的
な
協
調
よ
り
も

自
国
の
利
益
が
優
先
さ
れ
る
懸
念
は
拭
い
き
れ
な

い
。
Ｐ
Ｅ
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｒ
に
も
世
界
基
金
へ
の
資
金
提

供
は
含
ま
れ
て
い
る
が
、
総
額
の
七
％
弱
（
五
年

で
一
○
億
ド
ル
）
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
二
国

間
と
多
国
間
の
枠
組
み
が
共
存
す
る
現
状
は
、
多

様
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
が
期
待
で
き
る

反
面
、
そ
の
非
効
率
性
か
ら
資
源
の
有
効
活
用
や

迅
速
な
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ
の
足
枷
と
な
る
懸
念
が

強
い
。
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
連
合
団
体
よ
り
指
摘
さ
れ
た
問

題
点
は
、
正
に
そ
の
懸
念
が
現
実
の
も
の
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

●
民
間
企
業
の
取
り
組
み

民
間
企
業
に
お
い
て
も
、
様
々
な
取
り
組
み
が

進
め
ら
れ
て
い
る
。
製
薬
企
業
で
は
途
上
国
へ
の

値
引
き
販
売
の
他
、
途
上
国
の
製
薬
企
業
に
対
す

る
製
造
販
売
の
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
が
行
わ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
主
要
な
Ａ
Ｒ
Ｖ
メ
ー
カ
ー
の
一
つ

で
あ
る
英
国
の
グ
ラ
ク
ソ
・
ス
ミ
ス
ク
ラ
イ
ン
社

は
、
二
○
○
四
年
一
二
月
に
南
ア
フ
リ
カ
の
バ
イ

オ
テ
ッ
ク
・
ラ
ボ
ラ
ト
リ
ー
ズ
社
に
自
社
Ａ
Ｒ
Ｖ

の
製
造
販
売
ラ
イ
セ
ン
ス
を
供
与
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
途
上
国
に
お
け
る
同
社
の
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与

は
五
社
目
と
な
っ
た
（
南
ア
フ
リ
カ
四
社
、
ケ
ニ

ア
一
社
）。

ま
た
、
ハ
イ
ネ
ケ
ン
や
コ
カ
コ
ー
ラ
、
ダ
イ
ム

ラ
ー
ク
ラ
イ
ス
ラ
ー
と
い
っ
た
多
国
籍
企
業
は
、

世
界
基
金
と
の
協
力
の
下
、
途
上
国
の
製
造
販
売

拠
点
等
に
お
い
て
社
員
・
家
族
、
地
域
住
民
を
対

象
に
、
様
々
な
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
を
実
施
し
て
い
る
。

Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
か
ら
は
離
れ
る
が
、
ス
イ

ス
の
ノ
バ
ル
テ
ィ
ス
社
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
同

社
熱
帯
病
研
究
所
に
お
い
て
、
デ
ン
グ
熱
の
治
療

薬
開
発
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
途
上
国
に

特
有
の
感
染
症
に
つ
い
て
は
先
進
国
で
の
ニ
ー
ズ

が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
治
療
薬
の
開
発
自
体
が

行
わ
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、「
ネ
グ
レ
ク
テ
ッ
ド

・
デ
ィ
ジ
ー
ズ
」
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
民
間
企
業
は
常
に
株

主
の
利
益
に
合
致
す
る
よ
う
行
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
対
策
へ
の
コ
ミ
ッ
ト

を
求
め
る
に
も
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
近

年
、
企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
が
注
目
を

集
め
て
い
る
。
年
金
基
金
等
の
機
関
投
資
家
は
、

Ｃ
Ｓ
Ｒ
へ
の
配
慮
を
投
資
先
の
選
定
基
準
と
し
て

採
用
し
始
め
て
お
り
、
英
国
で
は
そ
の
旨
が
法
制

化
さ
れ
て
い
る
。
民
間
の
営
利
企
業
と
し
て
も
、

投
資
先
と
し
て
選
ば
れ
る
た
め
に
は
、
従
業
員
や

顧
客
、
地
域
社
会
を
含
む
多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル

ダ
ー
の
利
益
に
配
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
市
民
社

会
の
良
き
一
員
と
し
て
真
摯
に
行
動
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

●
今
後
の
課
題

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
必
須
医
薬
品
へ

の
ア
ク
セ
ス
拡
大
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
こ
の
五

年
間
で
大
き
な
前
進
を
見
せ
て
き
た
。
そ
こ
に
は

国
連
や
サ
ミ
ッ
ト
等
に
お
け
る
先
進
諸
国
の
数
々

の
合
意
と
、
そ
の
後
の
取
り
組
み
が
あ
る
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ

Ｄ
Ｓ
の
厳
し
い
現
状
を
見
る
に
つ
け
、
そ
の
取
り

組
み
度
合
い
は
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
最
近
で
は
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
大
流
行

が
警
戒
さ
れ
る
な
か
、
抗
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・
ウ

ィ
ル
ス
薬
の
備
蓄
問
題
で
各
国
政
府
が
特
許
と
強

制
実
施
権
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
お
り
、
ド
ー
ハ

宣
言
か
ら
四
年
以
上
が
経
過
し
た
現
在
に
お
い
て

も
、
国
際
社
会
は
こ
の
問
題
を
円
滑
に
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
二
○
一
五
年
ま
で
あ

と
一
○
年
。
こ
の
五
年
間
の
進
捗
状
況
を
見
る
に

つ
け
、
世
界
の
貧
困
問
題
を
本
当
に
解
決
す
る
意

思
が
あ
る
な
ら
ば
、
一
段
の
取
り
組
み
強
化
が
図

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
こ 

う
の　

け
ん
い
ち
ろ
う
／
特
定
非
営
利
活

動
法
人
ア
フ
リ
カ
日
本
協
議
会
会
員
）
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